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知的障害者の法外小規模施設における教育実践

学位論文内容の要旨

I．研究の目的

  本論文は、筆者がここ30年間取り細んできた教育臨床、教育実践をもとに、特にこの15年間関与して

き た ［ 甥 偉 曹 岳 亜 園 事 業 と ノ 」毒 諾 謝群 葡靦 機立 、運 営丶 指導 をと りま とめ たも ので ある 。

  これらニつの事業施謝乱吋マ1も児童藩ねは精鮮薄弱者擂丗去の枠外の、いわゆる法タ州嚇雑皰設で

ある。

心身 障書IHc亜園事業拭1972年iこ丶/J嚇捲昨業弼譜静輌蘭驩鎚弼援護事業として1977箪こ厚生t錻亘

知によって開始されたもの｜である。

  矢珀響藷彗昔で゛まその生涯教育カ砲邸ぴて重要であることは自明のことであるが、義務教育の場を除けをi

現実t瀏圃かて貧牽れ蒲毀勘短鍛ま全く保障されていない。｀っまり、幼児期の療育や学校諱璞鑾紅堪壷駒）場は

極め -dぬく、晦刮馴繊i法定施設 を補完すーる役割を担って設けられているのである。こうした補

翹 搬 割 齟 う 感 mこ も 関 わ ら ず 、 ´ 瀚 偉 I)Btj匱 脣 諜 と ′ J漉 灘礫 珊あ 丘年 艶r剽 rそ の数 獄し て

きている。なお、泣錠劣薩蝕まこれに比べf申乙lム′でャゝる。生朔馨姆芋の観点に立っと、このライフステ｀一ジ

でのニつの場の豊カゝな発展と確立旧麺鋭）て重要なことである。

  な・ぜ、二泣冽ぼ萱助冷日なお増え繍するのか、今後これらのステージでの重要な劑応とは―体どうあっ

たらよいのかなどの問題を本論ぐ8ヨ：明らかにしていくことにしたので：ある。

  この問題を究珂一るため、

（ 1は甥 障艶 尼通園事業旌 郵麟と性隆(2H嚇摸f~i~-Trの実態と性格(3伽瑯章馨酌9生涯にわたる生

活と 療育例濾（4髏ましき療育a)hr~o特に地唆揖あ毬影）が］はどうあるべきかo具淑珈致ヰ応ユ(5）

「親 なき後」の対策とさゎる更生施設（入所）の位置て苅すと今後のあり方をみていくことにした。

  上き 己 から 、知的嘩書静寮育のあるべき姿な皀求し ていくことができると考・えたのである。

n．研究窃弛

  これらの問題を分柧舞朋するため、次の方法をとった。

（ 1） ［ 甥 障 韶 尼 通 園 事 業 驪 驚蝴 聽 邊行 う。 溌送 290回収 208。 回碎 72％ ）(2燬阜 県内 N雑藷 児

通 園事 業 ¢嘆 嚢葡 哥査 を行 う。 (44繊 (3H嚇瀦 暫~-Triの 実態 諦瞳 を行う。gを送506回収302。回

収 率60％ ）(4外捌 戴餅 撕生 の封 舌、 作業 技能 など ぁ薗 渡に より 明 らかにする。並幽ヨ靭齣に分

杤する。このことから、′J畦尉莫作業所の持之垰き徴を捉える。（あしたの会3 -f繝(5~ItCちの施設作

り運動の事IJ/J¥ら、親の関与のf±方や問題を明らかにする。（あしたの会共働学闘(6障害昔の―般就

労を司能とすIる条件を明らかにするため、個＾事藁听を設立し、実践を分析し司貸bヒI生な皀ヨ之する。（あし

たの 会ふくろうのfヰ霹め(7更生 施殻（入所）の理念運営カ鉢建錬副画を事W1恥こ追求し、地煽鰍

の中での更生施設の今後について究明する。（あしたの会自然の家）その方法は、実踐剏事例分析的に



おこなわゎ、本文では14章に構戎し、まとめられた。

皿結果の要約

（ 1麗 纖捌 詑 艫 殳と 異 なり 、 市 噛珈 こ 莉蝕二の たぬ経済 J飢劫泛し く、そcあ 闘ており 、

特tこノ亅嚇麒作業幵彁醵影准担となっている。

（2ド甜mこも関わらず、法劫毆にはない地嚇蘚彩観点を充3渤でおり、障害者のスペシャ´に‾ズ

に対応した取り組．みカぬされている。行く場を揃夜ニない親たちカ韆ゴむを得づ他たその場は、少＾数．小

舎執リ ソースル 2坊式の取 り入れpこ こ7めらないといっ剋固iこ応じた支援髄助洽まォ俑こ

とになり、±せ麑黼と値易f腑を司能と1その存在を確固なもとしている。

  それらの睦倉轡庚蹴こiま［甥偉書！岳薗園事業aよ保育所との併設、全日システム弼ぬい必要とされ

る療飼後影）模索など小捌謝骨驚井なま丶地域との茹商鄭章書昔のニー．刃こあった螢舌型療育型丶作

業型などf聞誠竏陽靭〒の取り組みなど．カ濁る。

（3玲後これらを従来の法定施設に細み入わていくよりも、矧こ学臥独自な、±也或に開か捫た新たな

法剋缶姫聯立をめざ吏翻濁る。

（4）［煽偉静ご通園事業．／J嚇麒昨業所の設嵒a醵えの主肉坿尋与カ泌要であったカミ運営においても重要

である ことカ苛 っかった 。隠害苦 の生活と 療育にiま覘 と共に歩 むことカ逼襲要となる。

（5M城に居住する障害者に玻：め、また、親なき後の目離で精甫蘭覇警更生弼壷殳の蝋±黝叢誠瞳hるカミ

社会萵祉法人でなけれ｜嵩重営で老ない。社会矯祉法＾の繊を親たちカ昨り出すことは趣めて匪黻あり、

市嵯汢の改善カ泌要となろう。

（6レーマリゼニションの高まりの中、H勅缶封bヨ進ム歴Iゝ る。この中で更生施殻｜妄得必要との論もあるカミ

障害者のライフステージや独自なニーズを考えて、終生閑牽の場と治療教育の易2どとして臨君筋る。

そに卜っとして薩錐渤ミ自然と¢〕交わりを重視し、自然と婁尋キする「自然征〕ゑ封に劇画を作職した。また、

「強寳隴鄭章書昔Iなd辟白な問題ヘ嚠勧欝婦灘劇応の・咄も指摘した

（7更生繊よ入所生にのみ存荏するの奄ぬく±睦鼎こ居住する障害者の：支援のためのりーピスを提供す

る場でなくて潤ナょらない。そ仍め｀ーピスには彡シレープ・オト｜ム、ショートステイ、合宿、在違蓋繖ど多

楠諚繭鋤迹り、蚶あ賂毬愛カ黼される。そのため、更生艫殳を中核としさまざまな椦騎旨をもつコニット

をっくり、多面的l劉忌ぴ可育髟嚢登録帋岐作ルカl淘妻要となろう。あしたの会旧その―くず7レとして意義をも

｀：）。

（8別甕鋩甘舌を豊かにしていくため、隧糴潮ことって丿J崚尉莫昨業所の生活だけ1ぬく、―攤琉8争の鰤ゞ必

要となる。高賃金、より琴誇琶罍の高い社会参加となるからである。そのため、障害昔のニーズにあった、

障害者のための個＾事業折を設立し、一般鯲妬睛酌ゝどうか一年間にわたって実践した。非障害昔との

共働や地方自治体ザ壌甄捕蠍どを条件に司能性のあることをキ旨摘した。今後、援功付き雇用Q］以〕0red

Empk耽11ent冫というより統合さ捫た方向での識行が齷要となる。

（9開カ寸1た更生搬となるため、その聡運窪魚建築の計画を立案し、駒こ移した。生活．てマま自己決

定を中核にし文fヒ体育活動を酉己慮した。また、家頂齣ものを取り込むように、繊瓜藉雛織どの

構曝を明らかにした。
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知的障害者の法外小規模施設における教育実践

  1980年 代以降の 障害児教 育のあり 方の基本的 方向を示したWarnock Report（1978）にお

いて，Warnockt;t，障害児教育で解決すべき課題として，（1）幼児療育と，（2）学校卒業後の

指 導体制と をあげ， それらを ノーマリゼ ーション の立場から推し進めるべきであると，簡

潔 にまとめ ている． 即ち，ラ イフステー ジに立っ 療育の重要性と，その場の欠落を指摘し

ている．

  本 論文は， 発達障害 （その殆 どが重度の 知的障害 ）を生涯にわたって生活支援すること

を 目的に行 われた地 域生活支 援システム （地域福 祉）構築の取り組み（法定外小規模施設

の 設立・運 営・療育 と小規模 施設の問題 点を克服 し地域福祉の中核となる「親亡き後」を

視 野 に 入れ た いつ で も 入って出 られるreversible更 生入所施設 設立への 取り組み ）と，

そ こにおけ る支援の 効果（個 々の知的障 害者の適 応と自己実現の過程）について，実践者

の立場（障害者を取り巻く現実とその矛盾の中で，発達と自己実現を自らの手で実証する）

か ら 詳 細 に 検 討 し ， 知 的 障 害 者 療 育 の あ る べ き 姿 に つ い て 追 求 し た も の で あ る ，

  論 文は大き く三つの 内容から 構成されて いる．第 1は，心身 障害児通 園事業の 実態と性

格 ・特徴に ついて， 全国の心 身障害児通 園事業施 設208施設及 び岐阜県 の44施設に 対する

ア ンケート 調査と， 著者の心 身障害児通 園事業施 設における教育実践に基づぃて明らかに

し，この法定外施設の中に地域療育確立の可能性が含まれていることを論じたものである．

第 2は，本論 文の中心 である地 域生活支援 の中核と して機能 している 小規模作 業所の実態

と 性格，今 後の療育 のあるべ き方向を以 下の方法 によって明らかにしたものである．＠実

際 に著者と 親達によ って設立され運営されている小規模作業所（あしたの会3作業所）にお

け る障害者 （療育手 帳重度25名 ，中度5名， 身体障害 者手帳3級 1名）の生 活適応（ 生活適
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応度，作業適応度，作業技能習熟度）の実態分析，＠1年以上の作業所生活の中で大きく改

善の認められた5名の作業生（強度行動障害・重度自閉症）の事例分析，◎全国503ケ所の

小規模事業所の実態調査，＠障害者の生活権と労働権を保障し，障害者のスペシャルニー

ズに対応して大人としての自己実現を図るために福祉就労から一般就労への転換・拡大を

目指した小規模事業所の企業化（個人事業所ふくろうの家の設立と運営）の実験．第3は，

現状の小規模作業所が通過施設であるという限界を持つ限り，親亡き後の不安や経済的貧

困を克服してライフステージに立っ療育を追求するには，障害者の多面的選択が可能で出

入りが自由な更生入所施設カj必要であることを主張し，その入所施設が「施設福祉」に留

まらず，小規模事業所において実現してきた「地域福祉」の中核となるためにはどのよう

な理念と条件が必要であるかを論じ，現在，地域生活・家族生活の保障を常に念頭におい

た施設作りが著者と親たちとの共同で進めれれていることを記述したものである．尚，昨

年，職住分離，小舎制，開放性，利用し易さ・安全性等を実現した更生入所施設が完成し，

地域福祉の資源・センターとして活動を開始し，そこにおいてライフステージに立っ望ま

しい療育のあり方についての実践研究カj継続されている．

  本論文の特徴であり，評価し得る点の第1は，著者の長年の臨床・実践研究から導き出

された重度の知的障害者の発達と自己実現を可能とする条件についての仮説が著者の法定

外小規模施設における臨床・教育実践によって検証され，その実証過程の的確な記述が新

しい教育心理学研究のあり方を提示していることである．第2は，これまでの臨床・実践

研究が十分に生かし切れなかった実験室や実験教室によって開発されてきた教育心理学的

方法を適切に用いることによって小規模事業所における個々の重度の知的障害者の適応の

過程，自己実現の過程が追究され，重度の知的障害者カS小規模事業所においてよく適応し，

自己を実現する過程の数量化と要因の析出に成功していることである，さらに，それらが

障害者個々人のスペシャルニーズに対応する指導ブログラム（作業所内の環境条件の変更

を含む）に組み込まれて現実に提起され，要因の検証カミ教育実践として追究されているこ

とを明らかにしていることである．第31ま，これまでの臨床・実践研究が踏み込み得なか

った障害者の一般生活の安定，家族生活，地域生活を療育の必須の要因として取り上げ，

生涯発達とノーマリゼーションの視点に立ってそれらと深く係わりなカjら，個々の障害者

を生涯にわたって療育し，支援し続けること（30数年間という長期にわたる教育実践）が

極めて独創性の高い研究と成り得ることを示したことである．第4は，障害児・者の療育

と深く係わって研究を続けている研究者やこれから臨床・実践研究を目指そうとする研究

者 に 対 し て 新 た な研 究 の 方 向 性 と 勇気と を与 えてい ると いうこ とで ある．

  よって著者は，北海道大学博士（教育学）の学位を授与される資格があるものと認める．
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